
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 高齢者の 

在宅福祉サービス 

回 覧 

城山・向陽 

包 括 だ よ り 

 

 

 

 

7 月号 

令和４年 

磐田市城山・向陽地域包括支援センター 

緊急通報システム貸与 食の自立支援（配食サービス） 

【内容】はり・きゅう・マッサージの治療費

を 1 回あたり 1，000 円、年間 6 回まで

助成します。 

【対象者】申請日に 70 歳以上の方で治療

助成券を希望する方 

【内容】自宅で散髪等を受けられるように、理

容師または美容師を年間 4回まで派遣します。 

【対象者】介護保険の要支援・要介護に認定さ

れた方または身体障がい者の方であって、理美

容店に出向くことが困難な方 

【自己負担】理美容代の実費 

【内容】対象者が体調急変などの緊急時に通報

機器のボタンを押すだけで警備員がかけつけ、

安否確認を行います。また、専門家の医療健康

相談もできます。 

【対象者】①・②いずれかに該当する方で緊急

時の対応に不安がある方 

①世帯全員が 65歳以上の方 

②世帯全員が重度障害者又は 65歳以上の方 

【自己負担】 

市民税非課税世帯  1ヶ月 550円 

市民税課税世帯   1ヶ月 880円 

※別途通信通話代がかかります。 

【内容】週 2 回の配食（昼のみ）及び安否

確認が受けられます。 

【対象者】高齢者のみで生活している方等

で、買い物、調理が困難で支援が必要な方 

【自己負担】 

1食 200円または 500円 

（市民税所得割額によって異なります。） 

訪問理美容サービス はり・きゅう・マッサージ治療費助成 

 

 

 

 

※磐田市福祉サービスの一部をご紹介します。 

 包括センターでもご相談を受け付けてます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業日・時間 

４月１日から、社会福祉士３名・保健師２名・主任

介護支援専門員２名・事務員１名の８人体制になりま

した。これからも住み慣れた地域で安心して生活して

いただけるように、介護・福祉・健康・医療など様々

な面から高齢者やそのご家族をチームで支えていきた

いと思います。また、高齢者の日常生活に関わりの深

い地域団体、福祉団体、民間事業所、行政機関とも連

携をはかり必要な支援の対応が図られるよう取り組ん

でいきます。これからもよろしくお願いします。 

 

出張相談会の開催日程 

向笠地区 水曜日（9：30～12：00） 向笠交流センター 

大藤地区 木曜日（9：30～12：00） 大藤交流センター 

岩田地区 金曜日（9：30～12：00） 岩田交流センター 

※事前のご予約は不要です。               （祝日はお休みです） 

地域包括支援センターは 

高齢者の相談窓口です 

担当地区 

城山中学校区 

向陽中学校区 

月～金曜日（祝日除く） 

8：30～17：15 

磐田市見付 2510‐4 

36-4865 

36-4603 

新型コロナウイルス感染症に対しては、職員一同「正しく理解し、常識ある行動を行う」ことを念頭に、感染症対策を徹底し体調管理に気

を付け、活動しています。 

住所 

電話 

FAX 

 

 

 令和 4年 4月から城山・向陽地域包括支援センターの職員が、毎週 1回向陽地区の各交流センター

に出向き、出張相談会を開催しています。高齢者（65 歳以上）の方の介護や健康、医療に関する事、

高齢者虐待、消費者被害に関する事などいろいろな相談を承っています。「見付まで行くには遠くて」

と思われていた向陽地区の方、近所の交流センターでの出張相談会へご本人またはご家族様、地域の方

や民生委員の方など、どなたでもお気軽にお越しください。 

向陽地区出張相談会開催しています 

職員が８人になりました！！ 

 

 

 


